
令和４年度　地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途

  消費税率引上げに伴う、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、
社会保障施策に要する経費へ充てるものとされている。
　令和４年度一般会計当初予算においては、地方消費税交付金（社会保障財源分）を、
次のとおり社会保障施策関係経費へ充当する。

（単位：千円）

2,216,716 1,354,130 7,800 38,803 815,983

1,898,668 1,044,134 96,350 758,184

2,016,978 1,615,998 11,000 389,980

8,073,209 4,220,211 7,800 216,051 3,629,147 647,450

令和４年度地方消費税交付金（社会保障財源分）当初予算額 ６４７，４５０千円

款 項
令和４年度
当初予算額

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国・道
支出金

市　債 その他

地方消費税交
付金（社会保
障財源分）の

充当額

03

01 社会福祉費

647,450

02 高齢者福祉費 1,940,847 205,949 69,898 1,665,000
 
民
生
費 03 児童福祉費

04 生活保護費

合　　　計


